
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

二

五

六

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
二
五
六
号

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
巨
大
地
震
の
発
生
に
伴
う
安
全
機
能
の
喪
失
な
ど
原
発
の
危
険
か
ら
国
民
の
安
全
を
守
る
こ

と
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
巨
大
地
震
の
発
生
に
伴
う
安
全
機
能
の
喪
失
な
ど
原
発
の
危
険
か
ら
国
民
の
安
全
を
守

る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

我
が
国
の
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
原
子
炉
施
設
（
以
下
「
原
子
炉
施
設
」
と
い
う
。
）
の
外
部
電
源
系
は
、
二
回
線

以
上
の
送
電
線
に
よ
り
電
力
系
統
に
接
続
さ
れ
た
設
計
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
重
要
度
の
特
に
高
い
安
全
機
能
を
有
す
る

構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
が
そ
の
機
能
を
達
成
す
る
た
め
に
電
源
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
外
部
電
源
又
は
非
常

用
所
内
電
源
の
い
ず
れ
か
ら
も
電
力
の
供
給
を
受
け
ら
れ
る
設
計
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
外
部
電
源
か
ら
電
力
の
供
給
を
受

け
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
非
常
用
所
内
電
源
か
ら
の
電
力
に
よ
り
、
停
止
し
た
原
子
炉
の
冷
却
が
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
送
電
鉄
塔
が
一
基
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
も
外
部
電
源
か
ら
電
力
の
供
給
を
受
け
ら
れ
る
原
子
炉
施
設
の
例
と

し
て
は
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社
泊
発
電
所
一
号
炉
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

お
尋
ね
の
「
高
圧
送
電
鉄
塔
が
倒
壊
し
た
事
故
が
原
発
で
発
生
し
た
例
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
原
子
炉
施
設
に
接
続
し
て
い
る
送
電
鉄
塔
が
倒
壊
し
た
事
故
と
し
て
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
に
石
川
県
羽
咋

市
に
お
い
て
、
北
陸
電
力
株
式
会
社
志
賀
原
子
力
発
電
所
等
に
接
続
し
て
い
る
能
登
幹
線
の
送
電
鉄
塔
の
一
基
が
、
地
滑
り

一



に
よ
り
倒
壊
し
た
例
が
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

落
雷
に
よ
る
送
電
線
の
事
故
に
よ
り
原
子
炉
が
緊
急
停
止
し
た
実
例
の
う
ち
最
近
の
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
平
成
十
五
年
十

二
月
十
九
日
に
、
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
敦
賀
発
電
所
一
号
炉
の
原
子
炉
が
自
動
停
止
し
た
事
例
が
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

我
が
国
に
お
い
て
、
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
原
子
炉
が
停
止
し
た
事
例
は
な
く
、
ま
た
、
必
要

な
電
源
が
確
保
で
き
ず
に
冷
却
機
能
が
失
わ
れ
た
事
例
は
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
フ
ォ
ル
ス
マ
ル
ク
発
電
所
一
号
炉
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日
十
三
時
十
九
分
（
現
地

時
間
）
こ
ろ
に
、
保
守
作
業
中
の
誤
操
作
に
よ
り
発
電
機
が
送
電
線
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
電
力
を
供
給
で
き
な
く
な
っ
た
後
、

他
の
外
部
電
源
に
切
り
替
え
ら
れ
な
か
っ
た
上
、
バ
ッ
テ
リ
ー
の
保
護
装
置
が
誤
設
定
に
よ
り
作
動
し
た
こ
と
か
ら
、
当
該

保
護
装
置
に
接
続
す
る
四
台
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
う
ち
二
台
が
自
動
起
動
し
な
か
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

二



我
が
国
に
お
い
て
運
転
中
の
五
十
五
の
原
子
炉
施
設
の
う
ち
、
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
二
台
有
す
る
も
の
は
三
十

三
で
あ
る
が
、
我
が
国
の
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
は
、
外
部
電
源
に
接
続
さ
れ
る
回
線
、
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
及
び

蓄
電
池
が
そ
れ
ぞ
れ
複
数
設
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
我
が
国
の
原
子
炉
施
設
は
、
フ
ォ
ル
ス
マ
ル
ク
発
電
所
一
号
炉
と
は
異
な
る
設
計
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

同
発
電
所
一
号
炉
の
事
案
と
同
様
の
事
態
が
発
生
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

地
震
、
津
波
等
の
自
然
災
害
へ
の
対
策
を
含
め
た
原
子
炉
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
の
設
置
又
は
変
更
の
許
可
の

申
請
ご
と
に
、
「
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
安
全
設
計
審
査
指
針
」
（
平
成
二
年
八
月
三
十
日
原
子
力
安
全
委

員
会
決
定
）
等
に
基
づ
き
経
済
産
業
省
が
審
査
し
、
そ
の
審
査
の
妥
当
性
に
つ
い
て
原
子
力
安
全
委
員
会
が
確
認
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
に
安
全
の
確
保
に
万
全
を
期
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
評
価
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
原
子
炉
の
冷
却
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
に
安

全
の
確
保
に
万
全
を
期
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



一
の
�
に
つ
い
て

原
子
炉
施
設
の
安
全
を
図
る
上
で
重
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
基
づ
く
審
査
、
検
査
等
を
厳
正
に
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
、
今
後
と
も
原
子
力
の
安
全
確
保
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
評
価
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
原
子
炉
の
冷
却
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
に
安

全
の
確
保
に
万
全
を
期
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

原
子
炉
内
の
燃
料
の
沸
騰
遷
移
の
安
全
性
に
係
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
五
月
十
九
日
に
原
子
力
安
全
委
員
会

原
子
力
安
全
基
準
・
指
針
専
門
部
会
が
、
各
種
の
実
験
結
果
等
を
踏
ま
え
、
「
沸
騰
遷
移
後
燃
料
健
全
性
評
価
分
科
会
報
告

書
」
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
取
り
ま
と
め
、
原
子
力
安
全
委
員
会
が
同
年
六
月
二
十
九
日
に
こ
れ
を
了
承
し
て

い
る
。

ま
た
、
一
時
的
な
沸
騰
遷
移
の
発
生
を
許
容
す
る
原
子
炉
の
設
置
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
を
含
む
原
子
力
安

全
委
員
会
の
各
種
指
針
類
等
に
基
づ
き
審
査
し
、
安
全
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四



二
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
諸
外
国
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
の
沸
騰
遷
移
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
必
ず
し
も
詳
細
に
は
把
握
し

て
い
な
い
が
、
報
告
書
に
お
い
て
は
、
米
国
原
子
力
規
制
委
員
会
（
Ｎ
Ｒ
Ｃ
）
に
よ
る
改
良
型
沸
騰
水
型
軽
水
炉
（
Ａ
Ｂ
Ｗ

Ｒ
）
の
安
全
評
価
書
の
中
で
一
定
の
条
件
下
の
沸
騰
遷
移
に
お
い
て
は
燃
料
棒
の
健
全
性
が
保
た
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
旨
が

記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
電
力
会
社
等
に
よ
り
沸
騰
遷
移
を
許
容
す
る
た
め
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
の
技
術

提
案
が
行
わ
れ
て
い
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
東
通
原
子
力
発
電
所
に
係
る
原
子
炉
の
設
置
許
可
の
申
請
書
に
お
い
て
は
、
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た

沸
騰
遷
移
後
の
燃
料
健
全
性
の
判
断
基
準
に
照
ら
し
、
一
時
的
な
沸
騰
遷
移
の
発
生
を
許
容
す
る
設
計
と
な
っ
て
い
る
と
承

知
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
東
通
原
子
力
発
電
所
に
係
る
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
を
含
む
各
種
指
針
類
等

に
基
づ
き
審
査
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五



三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
調
査
、
整
理
等
の
作
業
が
膨
大
な
も
の
に
な
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
現
在
、
一
般
電
気
事
業
者
、
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
及
び
電
源
開
発
株
式
会
社
に

対
し
、
水
力
発
電
設
備
、
火
力
発
電
設
備
及
び
原
子
力
発
電
設
備
に
つ
い
て
デ
ー
タ
改
ざ
ん
、
必
要
な
手
続
の
不
備
等
が
な

い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
点
検
を
行
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

事
業
者
は
、
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
国
が
定
期
に
行
う
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
、
平
成
十
五
年
に
、
事
業
者
が
保
安
規
定
に
お
い
て
定
め
る
べ
き
事
項
と
し
て
、
品
質
保
証
を
法
令
上
明
確
に
位
置
付
け

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
デ
ー
タ
測
定
」
の
内
容
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
五
十
四
条
に
基
づ
く
定
期
検
査
に
あ
っ
て
は
、
定
期
検
査
を
受
け
る

者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
電
気
工
作
物
検
査
官
が
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の
記
録
を
確
認
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。

六



御
指
摘
の
「
長
期
に
わ
た
っ
て
見
逃
し
て
き
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
図
る
上
で
重
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
基
づ
く
審
査
、
検

査
等
を
厳
正
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
、
今
後
と
も
原
子
力
の
安
全
確
保
に
万
全
を
期
し
て

ま
い
り
た
い
。

七


